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【開会  午前１０時００分】 

 

◎開会・開会宣言 

○教育長 本日、第５回教育委員会会議を招集いたしました。出席ご苦労様です。 

本日の出席者は３名です。定足数の出席を認めます。よって、令和４年第５回八雲町教

育委員会会議を開会いたします。 

本日の会議日程は、お手元に配布のとおりです。それでは、直ちに本日の会議を開きま

す。 

 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○教育長 日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 

本日の会議録署名委員に、松永正実委員を指名いたします。 

 

◎日程第２ 議案第１号 

○教育長 日程第２ 議案第１号「八雲町教育支援委員会委員の任命について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 議案第１号八雲町教育支援委員会委員の任命について説明いたします。

議案書１ページをお開きください。 

教育支援委員会は、心身に障がいのある児童生徒等に対する教育支援及び就学先の決定

に関する審議を行い、就学の適性を図ることを目的に設置しております。 

八雲町教育支援委員会条例第４条第１項において、委員は、医師、知識経験者、町内小、

中学校校長・教頭・教諭、医療施設の職員・関係行政機関の職員のうちから教育委員会が

任命すると定められており、この度、町内小中学校の教頭・教諭の人事異動等に伴い欠員

が生じたため、その補充として新たな委員を任命するものであります。 

任命する委員は、議案書記載の２名であります。 

任期は、令和４年４月１日から条例第４条第２項の規定により前任者の残任期間であり

ます令和５年３月３１日までとなっております。 

以上、議案第１号八雲町教育支援委員会委員の任命についての説明とさせていただきま



す。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

○松永委員 現在、教育支援委員会委員は何名いるのでしょうか。 

○学校教育課長 現在２０名を任命させていただいております。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第１号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第１号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第３ 議案第２号 

○教育長 日程第３ 議案第２号「八雲町社会教育委員の委嘱について」を議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 議案第２号八雲町社会教育委員の委嘱についてご説明いたします。議案

書２ページをお開きください。 

 八雲町社会教育委員は、社会教育法第１５条第１項の規定に基づき、町の条例により設

置される委員であり、八雲町社会教育委員条例第４条の規定により学校教育及び社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者から教育委員会

が委嘱する委員です。 

また、八雲町公民館条例第１５条第２項の規定に基づき、社会教育委員は公民館運営審

議会委員も兼ねることとなっております。 

 社会教育委員の定数は、条例第２条の規定により２０人以内と定められており、現在１

４名の委員を委嘱しております。 

 本年４月１日付け教職員の人事異動により欠員が生じたことから、新たに委嘱するもの

であり、委嘱する１名は議案書記載のとおりで、本年４月１日に遡って委嘱しようとする

ものであります。 

 なお、今回委嘱する委員の任期は、条例第３条の規定で補欠により就任した委員の任期

は前任者の残任期間と定められており、令和５年９月３０日までとなります。 

 以上で、議案第２号八雲町社会教育委員の委嘱についての説明といたします。よろしく

お願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第２号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第２号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第４ 議案第３号 

○教育長 日程第４ 議案第３号「八雲町立図書館協議会委員の任命について」を議題と



いたします。事務局の説明を求めます。 

○図書館長 議案第３号八雲町立図書館協議会委員の任命についてご説明いたします。議

案書３ページをお開きください。 

 八雲町立図書館協議会委員は、図書館法第１４条第１項の規定に基づき町の条例により

設置される委員であり、八雲町立図書館条例第１６条の規定により学校教育及び社会教育

の関係者、学識経験のある者から教育委員会が任命する委員であります。 

 図書館協議会委員の定数は、条例第１６条第３項の規定により７人以内と定められてお

り、現在６名の委員を任命しております。 

 本年４月１日付け教職員の人事異動により欠員が生じたことから新たに任命するもので

あり、任命する１名は議案書に記載のとおりで、本年４月１日に遡って任命しようとする

ものであります。 

 なお、今回委嘱する委員の任期は、条例第１６条第５項の規定で補欠委員の任期は前任

者の残任期間と定められており、令和５年９月３０日までとなります。 

 以上で、議案第３号八雲町立図書館運営協議会委員の任命についての説明といたします。

よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問ございませんか。 

 （「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第３号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第３号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第５ 議案第４号 

○教育長 日程第５ 議案第４号「八雲町学校運営協議会委員の任命について」を議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 議案第４号八雲町学校運営協議会委員の任命について説明いたします。

議案書４ページをお開きください。 

学校運営協議会委員については、八雲町学校運営協議会規則第５条第１項において、協

議会の委員の定数は１５人以内とし、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍す

る児童又は生徒の保護者、対象学校の校長及び教職員、教育委員会が適当と定める者のう

ちから、教育委員会が任命すると定められており、この度、議案書記載のとおり落部中学

校区で１４人、野田生中学校区で１２人、八雲中学校区で１３人、熊石中学校区で１５人 

合計５４人を任命するものです。 

なお、任期は、規則第６条の規定により令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

の１年間となっております。 

以上、議案第４号八雲町学校運営協議会委員の任命についての説明といたします。よろ

しくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

○福田委員 それぞれの中学校区で校長、教頭の異動で新たに任命になった方はわかった



のですが、それぞれの地域住民等で新たに任命になった方もいるのでしょうか。 

○学校教育課長 全部の校区ではございませんが、一部の校区において変更になっていま

す。 

○教育長 よろしいでしょうか。他にございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第４号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第４号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第６ 議案第５号 

○教育長 日程第６ 議案第５号「八雲町スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とい

たします。事務局の説明を求めます。 

○体育課長 議案５号八雲町スポーツ推進委員の委嘱についてご説明申し上げます。議案

書７ページをご覧ください。 

本件は、令和３年１０月 1 日に委嘱しましたスポーツ推進委員のうち、学校関係から委

嘱していた１名について、この度の教職員人事異動により欠員が生じたため、補充を行う

ものです。 

スポーツ基本法第３２条第１項では、当該市町村におけるスポーツ推進に係る体制整備

を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、必要な熱意と

能力を有する者の中から、市町村教育委員会がスポーツ推進委員を委嘱することとなって

おり、現在、定員２０名のところ１５名を委嘱しています。 

このことから、八雲町スポーツ推進委員規則第５条第１項の規定により欠員となった委

員１名を委嘱するもので、委嘱する委員は議案書記載のとおりで、前任者が人事異動によ

り欠員となったため、前任者が所属していた学校から選出され学校長の推薦を受け、この

度委嘱するものです。 

なお、委員の任期は、本年４月１日に遡って委嘱することとし、前任者の残任期間の令

和５年９月３０日までとなっております。 

 以上、議案第５号の説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 無ければ、議案第５号を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」という声あり） 

○教育長 ご異議がございませんので、議案第５号は原案のとおり可決いたしました。 

 

◎日程第７ 報告第１号 

○教育長 日程第７ 報告第１号「八雲町教育推進計画策定委員の委嘱について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 報告第１号八雲町教育推進計画策定委員の委嘱についてご説明いたしま



す。議案書８ページをお開き下さい。 

本件は、昨年１２月から策定を進めている第２期八雲町教育推進計画後期５か年につい

て、４月１日付の人事異動により委嘱している委員に欠員が生じたことから、八雲町教育

推進計画策定委員会条例第３条第２項の規定によりその補充を行ったので、教育委員会議

へ報告するものです。 

新たに委嘱した委員は、議案書に記載の２名となっております。 

なお、任期は、令和４年４月１日から計画を策定し教育委員会に答申したときまでとな

っております。 

以上、報告第１号八雲町教育推進計画策定委員の委嘱についての説明といたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第１号は報告済みといたします。 

 

◎日程第８ 報告第２号 

○教育長 日程第８ 報告第２号「八雲町青少年問題協議会委員の任命について」を議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○社会教育課長 報告第２号八雲町青少年問題協議会委員の任命についてご説明いたしま

す。議案書９ページをお開きください。 

 八雲町青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法の規定に基づき、町長の付属機関

として八雲町青少年問題協議会条例により設置された機関で、同条例第２条第１号委員 

関係行政機関の職員から任命した者３名、第２号委員学識経験者から任命した者８名、あ

わせて１１名の委員で構成している協議会です。 

 この条例第２条１号に規定する「関係行政機関の職員」について人事異動により欠員が

生じたことから、後任の方を新たに議案書に記載のとおり任命いたしました。 

なお、任期は在職期間となります。 

同じく第２号に規定する「学識経験者」について、教職員の人事異動により欠員が生じ

たことから、新たに１名を議案書に記載のとおり任命いたしました。 

なお、任期は、条例第３条の規定で補欠委員の任期は前任者の残任期間と定められてお

り、令和５年１１月１６日までとなります。 

以上で、報告第２号八雲町青少年問題協議会委員の任命についての説明といたします。

よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第２号は報告済みといたします。 

 

◎日程第９ 報告第３号 

○教育長 日程第９ 報告第３号「八雲町教育委員会公印規程の一部改正について」を議



題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長  報告第３号八雲町教育委員会公印規程の一部改正について説明いたし

ます。議案書１０ページからになります。 

 本件は、デジタル時代を見据えて国が推進している押印の見直しについて、八雲町にお

いても国の押印見直しマニュアルに基づき、各種行政手続きの押印見直しを行ったことか

ら、３月３０日開催の令和４年第４回八雲町教育委員会会議において、教育委員会が所管

する各種規則の改正を行い、可決いただいたいところです。 

この規則改正に伴い、教育長訓令として定めている規程についても押印廃止のため必要

な様式変更を行ったことから報告するものです。 

この度の規程の改正内容は、八雲町教育委員会の公印に関する規程であり、第８条第２

項で、公印の陰影を印刷する際に申請者の押印を求めておりましたが、押印を廃止したこ

とから議案書１１ページのとおり様式を改正したものです。 

なお、附則としてこの訓令は、令和４年４月１日から施行することとしたものです。 

 以上、報告第３号八雲町教育委員会公印規程の一部改正についての説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第３号は報告済みといたします。 

 

◎日程第１０ 報告第４号 

○教育長 日程第１０ 報告第４号「八雲町教育委員会庁用自動車運行管理規程の一部改

正について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長  報告第４号八雲町教育委員会庁用自動車運行管理規程の一部改正につ

いて説明いたします。議案書１２ページからになります。 

 本件は、報告第３号と同様に教育長訓令で定める規程の改正であり、八雲町教育委員会

公用車に関する事務及び手続に関して議案書１３ページから１７ページに記載されている

様式について、押印の廃止並びに文言の整理を行い、新たに様式を定めたものです。 

なお、附則としてこの訓令は、令和４年４月１日から施行することとしたものです。 

 以上、報告第４号八雲町教育委員会庁用自動車運行管理規程の一部改正についての説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第４号は報告済みといたします。 

 

◎日程第１１ 報告第５号 

○教育長 日程第１１ 報告第５号「八雲町立学校職員服務規程の一部改正について」を

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 第５号八雲町立学校職員服務規程の一部改正についてご説明いたします。 



議案書１８ページをご覧願います。 

本件は、令和４年第１回八雲町教育委員会会議で可決いただいた学校長期休業期間の変

更に伴い、秋季休業が廃止となったことにより八雲町立学校管理規則が変更となったこと

から、条項の改正を行うもの、また、北海道立学校職員服務規程が改正されたことに伴い、

その改正内容に文言を合わせるための改正、併せて押印の見直しによる文言及び様式の変

更を行ったことから報告するものです。 

それでは改正内容についてご説明いたします。 

第４条第２項の改正は、学校長期休業のうち秋季休業を廃止したことに伴い、八雲町学

校管理規則第６条第 1項内の号の繰り上げに対応した改正となっております。 

第６条第３項及び第６条の２第４項、第１１条第１項は、北海道立学校職員服務規程が

改正されたことに伴い、それぞれ文言の整理を行ったものです。 

また、議案書１９ページから４０ページの各種様式については、押印の廃止に伴う様式

の変更となっております。 

附則としてこの訓令は、令和４年４月１日から施行するものであります。 

以上、報告第５号八雲町立学校職員服務規程の一部改正についての説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第５号は報告済みといたします。 

 

◎日程第１２ 報告第６号 

○教育長 日程第１２ 報告第６号「令和３年度教職員の交通事故・違反発生状況につい

て」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○学校教育課長 報告第６号令和３年度教職員の交通事故・違反発生状況について説明い

たします。議案書４２ページからになります。 

 本件は、令和３年度教職員の交通事故・違反発生状況について、別紙のとおり報告する

ものであります。 

 議案書４３ページの一覧表をご覧ください。 

令和３年度は、記載のとおり１６件の事故・違反が発生しております。物損事故が１０

件、交通違反が６件発生しており、違反の内訳は、２０キロ未満の速度超過が２件、懲戒

処分の対象となる３１キロ以上の速度超過が１件、信号無視及び通行禁止違反、座席ベル

ト装着義務違反がそれぞれ１件となっております。 

令和２年度の事故・違反は１８件でありましたので、件数は、前年度と比較し２件の減

少となっております。 

毎月の校長会・教頭会において交通事故・違反状況を報告し、事故・違反の撲滅に向け

た取組と職員への指導の徹底を指示しておりますが、今後も教育委員会として指導を継続

し、事故・違反の撲滅に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、報告第６号令和３年度教職員の交通事故・違反発生状況についての説明とさせて



いただきます。よろしくお願いいたします。 

○教育長 ○教育長 事務局の説明が終わりました。何か質問はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○教育長 他になければ、報告第６号は報告済みといたします。 

 

◎日程第１３ その他 

○教育長 日程第１３ その他ですが、事務局から何かありますか。 

（「なし」という声あり） 

 

◎閉会の宣言 

○教育長 無いようですので、本日の会議に提出した議案等の審議はすべて終了いたしま

した。これをもちまして、令和４年第５回教育委員会会議を閉会いたします。大変お疲れ

様でした。 

 

     【閉会  午前１０時２４分】 

 

 


